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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

海外投資家の製造拠点の移転を奨励する税制措置（タイプラス・パッケージ） 

2020 年 4 月 28 日にタイ閣議は海外投資家の製造拠点のタイへの移転を奨励する税制措置を含む勅令案を

可決しました。これは「タイプラス・パッケージ」とも呼ばれています。提案されている税制措置には以下のような内容

が含まれています。 

- オートメーションシステムへの投資を奨励する税制措置： 

企業及びパートナーシップは、オートメーションシステムに投資するプロジェクトに係る機械設備及びその機械設備に接続

されるコンピュータープログラムの購入金額の 200%に相当する金額を法人税計算上控除することができる（保守・修
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理金額は除く）。200%の控除額は、2019 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの間に支払われた投資額に

適用される。 

 

- 高度なスキルを有する従業員の雇用を支援する税制措置： 

企業及びパートナーシップは、2019 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日の期間の雇用契約に基づき科学、技術、

エンジニアリング、又は数学の分野において高度なスキルを有する従業員に対して支払った給与の 150%に相当する金

額を法人税計算上控除することができる。150%の控除額は、2019 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日の間に実

際に支出された月 10 万タイバーツを超えない給与に対して適用される。 

- 高度なスキルを有する従業員の育成を支援する税制措置： 

企業及びパートナーシップは、教育やトレーニングを受けるために従業員を派遣したり、社内で従業員を訓練するために

支出された経費の 250%に相当する金額を法人税計算上控除することができる。ただし、トレーニングは政府又は公的

機関が認定したものでなくてはならない。この控除は 2019 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日の間に支払われた

経費に適用される。 

 

コミュニティ企業をサポートする税制措置 

2020 年 5 月 12 日にタイ閣議は、コミュニティ企業振興法に基づき「コミュニティ企業」として認定されるパートナー

シップ又は個人グループの個人所得税の免除期間を延長する省令案を可決しました。この措置は、2020 年 1

月 1 日から 2023 年 12 月 31 日までに稼得される課税所得に対する免税期間を 3 年間延長しました（当免

税措置は現在、2019 年まで有効）。ただし、この免税措置は税制年度中の収入が 180 万タイバーツを超えな

いコミュニティ企業にのみ適用されます。 

  

レンタル契約からの特定収入に対する納税期限日の延長 

2016 年 7 月 8 日に発行された財務省通達によると、長期レンタル契約を締結するために賃料（礼金、借地料

など）以外の収入又は手当を受け取っている納税者は、所得税計算上、残存レンタル期間に対して当該手当

の金額を均等化することができます。通常所得及び手当に係る所得申告（PND.93）及びその納税は翌年の 3

月 31 日までに提出しなければなりません。しかし、タイ経済に対する新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の

影響を受けて、政府は 2020 年 5 月 8 日、所得税申告及び納税の期限日を 2020 年 3 月 31 日から 2020

年 8 月 31 日まで延期する通達を発表しました。      

 

促進対象企業の支援に対する減税基準  

2020 年 2 月 8 日から適用される勅令第 692 号は、2 億タイバーツを超える固定資産（土地を除く）を有し、

200 人超を雇用している企業及びパートナーシップ（減税対象企業）は、固定資産（土地を除く）が 2 億タイ

バーツ以下、及び従業員が 200 人以下の企業又はパートナーシップ（促進対象企業）の事業運営を促進する

https://dict.longdo.com/search/ground%20rent
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ための経費支出の 200%を控除できると規定しています。歳入局長官は通達第 371 号に基づき、2020 年 5 月

1 日から有効となる以下の減税基準を発表しました。  

 
- 促進対象企業のためにタイ信用保証公社に対して融資の保証料を支払っている減税対象企業は、減税対象企業を

支払人と示すタイ信用保証公社が発行する領収書が必要である 

- タイ産業連盟又はタイ商業会議所に認定された知識の移転、研究開発、生産効率の向上、又はマーケティングプロモ

ーションに関連して促進対象企業のために支払を行っている減税対象企業は、認定団体から証明書を発行してもら

い、歳入局長官が指定したフォームと規則に従って補足文書を準備しなければならない 

 

税務当局のウェブサイトを介する移転価格開示フォームの提出 

2020 年 5 月 20 日付歳入局長官通達第 372 号は、タイ内国歳入法第 71 条 Ter に基づき移転価格開示フ

ォームを提出する際の規則を定めています。2019 年 1 月 1 日以降に開始された会計期間については、当該通

達により規定された規則に従い、歳入局のウェブサイト又は Tax Single Sign On System を介した開示フォーム

の提出が可能です。 

 

政府の電子システムの利用奨励に係る個人所得税免税措置  

政府の電子システムを介して物品若しくはサービスの販売を行う小売業者又はサービス提供者が受け取った助成

金や補償金に対する所得税の免税措置を規定した省令第 362 号が 2020 年 5 月 8 日に発行されました。この

規則は、タイ閣議が 2019 年 10 月 22 日及び 11 月 12 日に承認したタイの国内観光を推進する措置及び国

内消費を奨励する措置に基づいています。  
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